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 障害者が安心して暮らせる社会の 

実現を目指します 
�障害者��� 

 
 

１ 障害者が地域で安心して暮らせるよう支援します 

�������の���地域�����支援を��� 

 
 

 居住の場や在宅サービスなどの地域生活基盤の充実を図るとともに、長期の施設入所者

や、いわゆる「社会的入院」の状態にある精神障害者の地域生活への移行を促します。 
 

 �な事業��  

○実 ○ ���の��支援・��生活��整備�か年���       1,��� ��� 

障害者の地域での生活を支えるサービス基盤の充実を図るため、施設整備に係る 設

置者負担の特別助成を実施し、平成 23 年度末までに、経済的自立に向けた就労のため

の訓練等の場やグループホーム等を 4,140 人分整備します。 

  [計画期間：平成 21 年度～23 年度] 

・ 日中活動の場の整備（3か年で 2,200 人増） 

障害者自立支援法に基づく新たな事業体系による施設整備を促進することにより、

障害者の一般就労に向けた支援や、重度障害者の日中活動の場の整備を推進します。 

・ 地域居住の場の整備（3か年で 1,640 人増） 

身体障害者、知的障害者及び精神障害者の一般就労及び地域生活への移行を進める

ため、グループホーム及びケアホームの整備をより一層促進します。 

・ 在宅サービスの充実（3か年で 210 人増） 

障害者が身近な地域で利用したいときにショートステイが利用できるよう、整備を

より一層促進します。 

・ 地域生活支援型入所施設の整備（3か年で 90 人分） 

未設置地域において、地域生活への移行等を積極的に支援する機能等を強化した施

設の整備を引き続き推進します。 

 

○実 ○ ���地域生活������                 ���� 

・ 施設入所者の地域移行をサポートする「地域移行促進員」を区市町村に配置し、施

設入所者とグループホーム、日中活動の場とのマッチングや移行後のアフターケアを

行い、障害者の地域生活移行を支援します。［障害者施策推進区市町村包括補助事業］ 
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○実 ○ ����支援事業                      ��8 百万円 

・ 退院に向けた調整を行うコーディネーターの地域活動支援センター等への配置やグ

ループホームへの体験入居などの取組により、精神障害者の退院とその後の地域生活

を支援します。［12 か所］ 

 

○実 ○ ���地域�����支援事業                ���� 

・ 地域活動支援センターに専門支援員を配置し、医療中断防止、見守り支援の機能を

付加することで、地域移行後の精神障害者が安心して生活できる環境を整備します。 

［障害者施策推進区市町村包括補助事業］ 

 

○実 ○ 地域����精神科医療�����整備����         �� 百万円 

・ 地域精神科医療ネットワークモデル事業               8 百万円 

精神科病院と診療所等の連携を強化し、精神障害者が身近な地域で必要な時に適切

な医療を受けられる仕組みを構築します。［２圏域］ 

・ アウトリーチ支援モデル事業                    5 百万円 

治療中断等で症状が悪化し問題行動があるなど、地域定着が難しい精神障害者に対

して、区市町村等関係機関からの要請を受け、精神保健福祉センターに設置する「ア

ウトリーチ支援チーム」が区市町村・保健所等関係機関と密接に連携して、地域での

安定した生活の確保に向け、計画的かつ集中的な支援を行うとともに、関係機関に対

して援助技法の普及を図ります。 

［中部総合精神保健福祉センター、多摩総合精神保健福祉センター、精神保健福祉センター］ 

・ 精神科救急医療情報センター整備事業                3 百万円 

精神科救急医療情報センター機能を一元化することにより、調査情報の共有化及び

措置医療と救急医療との連携を一層強化し、精神科救急システムのより効果的な運用

を図ります。［平成 22 年度 基本設計］ 
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２ 医療支援体制の強化により生活に身近な地域での 

支援を充実します 
����身�������������������������に�す�支援を充実� 

 

 重症心身障害児（者）、発達障害者（児）及び高次脳機能障害者への支援について、医療

と密接に連携し強化することで、一層の充実を図ります。 
 

 �な事業�開  

○実 ○ 重症心身障害児��療育��事業����        1� 百万円 

・ ＮＩＣＵ等に入院している重症心身障害児について、在宅での生活を希望した際に

円滑に移行できるよう、重症心身障害児とその家族への早期支援や相談等を行うとと

もに、研修の実施やマニュアルの作成等により訪問看護師のレベルアップを図るなど、

重症心身障害児の支援の充実を図ります。 

[事業内容] 
  ・重症心身障害児在宅療育支援センターの設置 ・訪問看護師等育成研修 
  ・在宅療育支援マニュアルの作成   ・在宅療育相談 
  ・在宅療育支援地域連携会議の開催    

 

○実 ○ �療�ー������の重症心身障害児（者）�の������ �6 百万円 

・ 障害児（者）ショートステイ事業（受入促進員配置）        10 百万円 

特に医療ニーズが高い在宅の重症心身障害児（者）の積極的な受入れの促進を図る

ため、ショートステイ実施施設において、高い看護技術を持った看護師を支援員とし

て配置します。 

・ 重症心身障害児通所委託（受入促進員配置）            16 百万円 

特に医療ニーズが高い在宅の重症心身障害児（者）の積極的な受入れの促進を図る

ため、民間の通所施設（医療型）において、高い看護技術を持った看護師を支援員と

して配置します。 

 

○実 ○ 重症心身障害児���������������事業������  �� 百万円 

重症心身障害児施設で働く看護師に対し、研修及び資格取得の機会を提供するととも

に、勤務環境の改善及び看護師募集対策の充実を図ることにより、看護師の確保・定着

を図ります。 

・ 療育チーム力の向上                       14 百万円 

○重症心身障害プロフェッショナルナース育成研修 [規模 40 名 2 年コース] 

○認定看護師資格取得支援    [都立４施設・民間５施設] 

○院内研修等の充実【新規】    [都立４施設・民間５施設] 

・ 勤務環境改善                          11 百万円 

○看護宿舎の借り上げ【新規】    [都立 2 施設] 

○業務委託により作業負担の軽減を支援【新規】 
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・ 普及キャンペーンの支援                      4 百万円 

○復職支援研修【新規】    [都立４施設] 

○都外就職説明会の参加等の支援【新規】  [都立４施設] 

 

○実 ○ 発達障害者支援体制整備推進事業����      18 百万円 包括補助 

・ 発達障害者支援体制整備推進事業                  8 百万円 

発達障害者（児）のライフステージを通じた支援手法の開発に向けた区市町村モ

デル事業の成果の普及を図るとともに、区市町村の相談支援員や医療機関従事者な

ど専門的人材の育成を行うことで、発達障害者支援体制の充実を図ります。 

・ 発達障害者社会参加支援普及事業                 10 百万円 

一般就労に至らない様々な生活上の困難を抱える成人期の発達障害者に対する支

援手法の検討等を行い、地域での支援体制の整備を推進します。 

・ 区市町村発達障害者支援体制整備推進事業              包括補助 

発達障害に対する拠点の整備や関係機関連携など、区市町村が行う発達障害児の

早期発見や支援体制の構築を支援します。 

[障害者施策推進区市町村包括補助事業] 

 

○ 発達障害者支援�ン�ーの��                  �� 百万円 

・ 発達障害者（児）とその家族に対する総合的支援拠点として、相談、普及啓発、研

修などを行い、発達障害者（児）の地域生活をサポートします。 

 

○実 ○ �����障害者支援普及事業������          10 百万円 

・ 心身障害者福祉センターにおいて、地域生活や就労などの専門的な相談支援を実施

するとともに、区市町村や関係機関等のネットワークの構築、人材育成を図る研修等

を実施するほか、都民への広報・啓発等を実施します。 

・ 高次脳機能障害のリハビリの中核を担う病院にアドバイザーを配置し、地域内の各

施設に対しリハビリ技術や個別支援に係る相談指導を行うとともに、医療従事者を対

象とした人材研修を行うモデル事業を実施します。【新規】 

 

○ 区市町村�����障害者支援�進事業             �8 百万円 

・ 区市町村に支援員を配置し、関係機関と連携を図りながら障害者とその家族に対す

る相談支援を行うなど、身近な地域での支援を充実します。［24 区市町村］ 



－ 46 －

 

 

３ 自立に向けた就労促進策を拡充します 

��た��に�け������に向け�� 
 

 

 障害者がそれぞれの状況に応じて、安心して働き続けられるよう、行政・企業・福祉施

設が一体となって支援していきます。 

 �な事業��  

 

 
○実 ○ ���障害者就労支援協議会�            �� 百万円 ���� 

・ 就労支援協議会の開催                       7 百万円 

経済団体、企業、労働・福祉・教育関係機関、就労支援事業所、学識経験者等で構

成する「東京都障害者就労支援協議会」を通じて関係機関の連携を強化しつつ、社会

全体で障害者雇用の拡大に取り組む気運を醸成します。［年２回］ 

・ 雇用にチャレンジ事業                      36 百万円 

知的障害者、精神障害者が一般企業への就職に向けた職場経験を積むため、都庁に

おけるチャレンジ雇用（臨時職員雇用）を推進します。［28 名］ 

・ 就労支援体制レベルアップ事業                  １百万円 

区市町村障害者就労支援センターのコーディネーターや就労移行支援事業所の支

援員等を対象に、障害者の就労支援を行う上で必要な知識・情報、技術、コミュニケー

ション能力の習得に資する体系的な研修を行います。 

・ 障害者職場実習ステップアップ事業                ７百万円 

福祉施設等に通っている障害者が短期間の企業実習を行うとともに、企業側にも障

害者が自社で働くことを経験してもらうことで、障害者の一般就労への取組を進めま

す。また、体験発表会を通じて、一般就労への意識の啓発を図ります。 

［企業 15 社で障害者 2 名が 3 日間程度実習］ 

首都 TOKYO 障害者就労支援行動宣言（平成 20 年 11 月） 

 障害の��に���ら�、働く意�の�る�が、必要な支援を�け、

いきいきと働ける ����� の実�をめ�します。 

東京都、経済団体、企業、労働、福祉、教育な�の関係機関が連携し、

障害の�る�の雇用・就労の推進に取り組むことにより、�れもがとも

に働くことのできる社会を実�します。 

 

   （���）社会全体で支援します� 
         �障害者一��とりの雇用と就労� 

   （��２）就労移行を推進します� 
         �福祉施設�ら企業へ� 

   （���）雇用機会を拡大します� 
         �障害��に応じて� 

   （���）ミ���チを��します� 
         �「働きたい」と「雇いたい」� 
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・ 企業就労意欲促進事業                      包括補助 

 福祉施設等からの職場実習等を受け入れようとする企業に対し、受入れのために

必要な企業内の設備の整備等に要する経費を補助することにより、実習等の受入先

を確保するとともに、障害者の一般就労への意欲促進を図ります。 

［障害者施策推進区市町村包括補助事業］ 

 

○実 ○ �������就労��事業             �� 百万円 包括補助 

・ 職場開拓や就職準備、職場定着などの就労面の支援と、就労に伴う生活面の支援を

一体的に提供する「区市町村障害者就労支援事業」（区市町村障害者就労支援セン

ター）をすべての区市（49 か所）で実施し、身近な地域での相談・支援体制を強化

します。また、地域開拓促進コーディネーターの配置を支援し、就労希望者の掘り起

こしと企業側に対する障害者雇用の働きかけを強化します。 

［一部障害者施策推進区市町村包括補助事業］ 

 

○実 ○ ��������工賃アップ��進����     2 百万円 包括補助 

・ 経営コンサルタント派遣等事業                  包括補助 

区市町村が意欲ある事業所に対して経営コンサルタントを派遣する経費及び工賃

アップ推進経費を補助することで、都内の福祉施設の工賃水準の向上を目指します。 

［障害者施策推進区市町村包括補助事業］ 

・ 工賃アップセミナー事業                      2 百万円 

工賃アップを実現した事業所の成功事例を紹介し、対象事業所職員の意識改革を

図るとともに、展示即売会の実施などにより一般都民も含め広く授産製品に触れる

機会を提供することで、事業所の工賃アップへの主体的な取組の促進を図ります。 

［負担割合 国 1／2 都 1／2］ 

 

○ �������実�事業����                � 百万円 

・ 経済状況の悪化等に伴い離職した障害者を支援するため、企業を離職した障害者が

法定雇用率未達成の中小企業で短期間の実習等を行うことにより、中小企業における

障害者の雇用を促進します。 

［企業 15 社で障害者 2 名が３日間程度実習］ 

 


